
契約業務の電子化スケジュール
R7.4月 R8.1月（予定） R8.4月（予定） R8.10月（予定） R9.4月以降

電子保証

契約保証及び前払
金保証について、
電磁的方法により
発行された保証証
書（電子保証）の取
り扱い開始

電子契約

　　　　（試行）
財政課で契約締結
する工事関係の電
子契約を開始

財政課で契約締結
する全ての電子契
約を開始

契約書で契約締結
する全ての電子契
約を開始
※全庁対象

入札参加資格申請
入札参加資格
申請の電子受付
を開始

電子入札

入札の電子化に
向け検討を進める
※行政情報システ
ムとの連携等含む

入札・契約手続きにかかるＤＸ化
（電子化）について

【資料２】

今後検討



これまで保証事業会社から提供されていた従来の
「保証証書」に代わる「電子証書」を、受発注者が
インターネットを通じて確認することができる
仕組みです。

・電子保証の取り扱いが可能な契約
令和7年4月1日以降に契約締結する建設工事及び
測量・設計等工事関係業務委託

・電子保証の対象となる保証
契約保証、前払金保証、中間前払金保証

・電子保証の対象となる取扱保証機関
東日本建設業保証株式会社

電子保証とは



書面による保証証書と電子保証の違い



東日本建設業保証株式会社等の保証事業会社が発行する
「保証契約番号」及び「認証キー」を市が指定する
アドレスにメールで提出いただきます。

詳しくは市ホームページをご確認ください。

電子保証の導入／南相馬市公式ウェブサイト -

Minamisoma City-

電子保証の利用方法

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1130/11302/1/27678.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1130/11302/1/27678.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1130/11302/1/27678.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1130/11302/1/27678.html
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1130/11302/1/27678.html


電子契約とは、従来、合意内容を証拠として残すため紙
に印鑑で押印して取り交わされていた契約書に代わり、電
子データに電子署名をすることで、書面による契約と同様
の証拠力を認められている契約です。

相手方はインターネット環境と電子メールアドレスが
あれば利用可能。費用負担もありません。

出典元：GMOグローバルサイン・ホールディングス 株式会社

電子契約について



締結コストを削減 締結手続の高速化
ガバナンス

（内部統制）強化

1 2 3

紙の契約 電子契約

形式 紙の書面 電子データ（PDF）

押印 印鑑 電子署名

送付 送付・持参 インターネット

保管 書棚 サーバー

印紙 必要 不要

証拠力 あり あり

内閣総理大臣による答
弁および国税庁への照
会への回答において、
電子文書には印紙税が
課税されないと明言さ
れています。

電子契約の主なメリット
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